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改訂の序

当所においては， 産業災宮防止に占める静軍気の重要性に鑑み，1978年 10月に 「静電気

安全指針」を発表し，広く関係者の参考に供する とともに，さらに 1983年 2月には，同安

全指針の附属因の一部改訂及び増補を行い， これを「静軍気用品構造基準」として発表し

たところである。

昨今の静軍気災害防止についての人々の関心は益々高ま りつつあり ， したがって当所に

おいても静軍気安全指針の内容の一層の充実を図るべく ， 社団法人産業安全技術協会に対

して協力を依頼していたが，今般同協会の静遁気用品構造基粘小委只会において，「帯軍

防止用作業靴」及び「桁電防止用マット」の改訂の成案が得られ， 当所にその報告がなさ

れたので， これに当所の検討を加え， 上記の静屯気用品構造砧準に追加して発表すること

にした。

本基郡が静電気災害防止のために関係者において十分に活用されんことを希望する。

昭和 59年 4月 25日

労働省産菜安全研究所

所長森 宜制



序

咋今における高分子化学の発達，生産工程の近代化等に伴い，工場 ・事業場では枡

冗気が原因となって爆発 ・火災のような朋業災害がしばしば発生している。特に 1981

年 10月 16日北炭夕張新炭鉱で発生したガス突出災害は，93名の死亡者を含み 132

名に及ぶ多くの犠牲者を出すに至ったのも， 2次災吉と して静電気によるガス爆発が

発生したこ とによるものである。

また， 最近は静電気が LSI,ICあるいはこれらが使用されているエレク トロニ ク

ス機器の故眸，誤作動等を引き起こ し， 時にはそれが災害へと巡展する例も見られる。

産業安全研究所では，これらの静電気災害を未然に防止するため，1978年 10月に

静軍気安全指針を発表し，その中に常冗防止作業服，除電器等，I'浄電気災害を防止す

るために使用される用品の樅追韮糾を附属忠として示した。この構造基準は，当時は

内外でもこの種の基準ができていなかったため，広く活用され，一部は日本工業標準

規格としても採択されたところである。

ここに発表する静電気用品梱造甚準（以下，用品甚準 と略称）も，上記の静電気安

全指針の附属害を基礎に，その後の研究成果，技術の進歩に合わせて，静電気災害防

止のために使用される各種用品についてとり まとめたものである。 この用品基準は，

社団法人産業安全技術協会へ静電気安全指針の改訂協力を依頼し，その附属書の改訂

として審厳されたもので，近い将来には，静雷気安全指針の中に組み込まれるが，答

申を得たのでここに当研究所の技術指針 として発表する次第である。本指針を活用す

ることに よって， より良い用品の製造，使用 とと もに産業災害防止に役立てていただ

くことを切望して止まない。

昭和 58年 2月 25 日

労働省産業安全研究所

）
 

長-ぃー而 ロ 邦供
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静 電 気用品構造基準

1 導電性物質又は帯電防止剤入リ帯電防止フィルム・シート

1.1 適用範囲

この用品基年は，禅霊性物’且又は幣屯防止剤を混入又は積陀した厚さ約2mm以下の柔軟性のある

帯漉防止フィルム ・ツートに適用する。

1. 2 用語の意味

1. 2.1 導電性物質

磁霊性物買とは，金属，カーポ｀ノプラックなどの消‘心率が lx 10-4 S/m 以上の物質をいう。

1. 2.2 表面漏えい抵抗

表面（届えい抵抗とは，試験片を挟む 2組の霊極間の軍気抵抗をいう。

1. 3 構造 ・材料

喘電防止フィルム ・ツートの構込及び材料は，次の規定に適合しなければならない。

(1) 幣電防止フィルム ・シート は，尊心性物買又は幣‘直防止剤が均ーに乱入された，又は表而全体

に均ーにも't!翌（塗布，蒸沼などを含む。）されたものであること。

(2) ;:g:• 遣防止フィルム ・シートは，磨託，温良の変化などによって僻軍防止効果が箸しく減少しな

いものである こと。

1. 4性能

幣氾防止フィルム ・シートの幣雷防止性能は， 1.5のぶ験を行ったとき，表面加えい抵抗の試験結

呆が l.0 X 10110以下でなければならない。
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1. 5試験

1. 5. 1 試料及び試験片の採取

試1'1・は，原則と して幣電防止フィルム ・ジート の両：「「端から全1Ji関の 1/10干つ，贔ば から lm以上

を除いた部分から，その長手方向を長辺とする長辺 100cm以上， 短辺 50cm以上の人とさのものを

1枚採取する。＊

試験片は，原則として試料からその長可方向を長辺及び短辺とする長辺 100mm  lゾ、 Iこ， 知辺 50士

1mmの大きさの ものをそれぞれ 3'点ずつ，計 6・'仄無作為に採取する。＊＊

1.5.2 試験片の洗浄

試験片の妙し浄は，次の順庁で行う 。

(1) 試験）ドを十分に競う姑の洗浄液 〔温脳40°Cの水に衣料用合成汎剤 (JISK 3371)切アルカ リ

性第 1種を粽準使用址溶かしたもの〕の中に試験）iを 20分11¥J以した後，その中で2分間手洗いを

行って常温の水による注水すすぎ （手洗い）を 2分間打う 。

(2) 試験）｝を‘常温の水の中に20分11¥J以した後，＇常温 の水による江水すすぎ （手洗い）を 2分l廿Jrjっ

て水切りを行う。

1,5.3 試験片の乾燥

試験片の乾燥は，温度60°Cに設定した熱風乾條機て 120分間行う。

1.5.4 試験片の調湿

試験）ヤの調湿ぱ，温度20土2°C, 相対湿以 40士3%の J~裕・2で90時間行う。

1.5.5 試験環境

試験は，温疫20土2°c, 相対湿度40士3%の閲扱で行う 。

1. 5. 6 試験装置

表而漏えい抵抗試験に使用する装屈は，次による。

(1) 雷極は，輻 15土1mm, 長さ50mm以上，厘さ 3mm以上の金屈平板2枚を這気的に接続し

たものを 2組使川する。ただし，試験片に接触する側の面には，母‘屯率 lx 10-4 S/m以」．の芯電

性ゴムシート（長さ 50mm以上， 輻 15士1mm, 厚さ約 1mm)を十分に',じ気的接触が保てるよ

うな方法で貼り付ける。なお，電椋によって試験片を押さえる荷重は，500~1,000 gfとずる。

(2) 測定回路は，図 A.1.1による。なお，霊極部は，金屈板又は俎網によって静‘心遮へいする。

(3) 直流電源は，冗池又は直流安定化電源豹しくはこれらと同等以上の性能の ものを仙用する。

(4) 直流霊流計は， ピコアソメ ーク又はエレク トロメーク芳しくはこれらと1,」等以上の性能のもの

を使川し，その入カケープルにはシールド電線を用いる。

注 ＊，＊＊ 採J収方法がこれと火なる場合は，試験鮎呆に採取方法を付出する。
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図 A.l. l 表面漏えい抵抗測定回路

1. 5. 7 試験方法

表面淵えい抵抗試験は，次の順序で行う。

(1) 図A.1.2に例示するように電極を 50土1mmの問院で平行に四き，試験片を両両極の間にたる

ませずに挟む。

• ——: ニ

£
 
£
 

試験）ヤ ． 

＼、他1~ゴムシー I-~て長：
（単位mm) ポンディング線

図A.1.2 霞極取付け例 J札位 mm

(2) 図 A.1.1に示すスイッチ Sを 1側に接統し， 軍極間を3分li¥J短絡した後， スイ，ノチ Sを2(llll 

に切り替えて直流雷圧 1,000V (ただし，直流 lOVを印加し， この ととの軍流の 1分/111(か lX 

10-0A 以上である場合は， 印加軍圧は直流 lOVでよい。） を印加し， これより 1分経過後の血

流電流計の指示を読み取る。

(3) 表面加えい抵抗 R(O)を次式によって算出する。

u 
R=-
I 

- 3-



ここで， U(V)は印加慮圧， I (A)は軍流計の指示伯である。

(4) 6点の試験片について， (1}~(3)の試験を行う。

1. 5.8 試験結果

表面漏えい抵抗の試験結果は，2つの採収方向のそれぞれについて，試験片 3点の表面踊えい抵抗

の平均値を求め，その大きい方の値とする。ただし，数値は，布効数字上位から3けた目を四拾五入

して 2けたとする。

1.6表示

帯軍防止フィルム ・シートには，次の・J;項を表示するもの とする。

(1) 各称又はその略号

(2)型式

(3) 製辿若名又はその略号

1. 7 使用説明書

幣屯防止フィルム ・ ジ ー トには，次の：J屯-~を出叔した使用説明占を添付するものとする。

(1) 名称又はその略号

(2)型式

(3) 製造者名又はその略号

(4) ¥1躙慟止方法の概要

(5) 使用上の注意事項 （経年変化，汚れによる変化， 薬品による影評などについて記載する。）

-4-



2 導電性物質又は帯電防止剤入り帯電防止織編物・不織布

2.1 適用範囲

この用品基準は，迎軍性物質又は帯霊防止剤を混入した幣霊防止織編物 ・不織布に適用する。

2.2 用語の意味

2.2. 1 導電性物質

用品基準 1.2.1参照。

2.2.2 表面漏えい抵抗

用品基準1.2. 2参照。

2.3 構造・材料

帯軍防止織編物 ・不織布の構造及び材料は，次の規定に適合しなければならない。

(1) 帯軍防止織編物 ・ 不織布は， i洋軍性物質又は~ 1 ;=軍防止剤が均ーに虻人 された も のであ ること 。

(2) 帯鼈防止織編物 ・不織布は，磨粍，温度の変化などによって帯霊防止効果が席し く滅少しない

ものである こと。

2.4性能

幣電防止織編物 ・不様布の幣軍防止性能は， 2.5の試験を行ったと き，よ面晶えい抵抗の試験結

果が 1.ox10110以下でなければならない。

2.5試験

2.5. 1 試料の採取

試料は，原則として帯電防止織編物 ・不織布の両耳端から全幅の 1/10ずつ，端末から Im以上を

除いた部分から，その長手方向を一辺とする一辺 50cm 以上の長方形のものを 1枚採取する。＊

2.5.2 試料の洗濯

試料の洗濯は，次の順序で行う。

注 * 1. 5.1の注＊参照。
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(1) 家庭）H',G: 気洗樹機で， 表 A.2.1にポす仕様のもの又はこれと j,i]等注I、1ての性能のものを使）［］し

て，表 A.2.2に示す条件で5同の洗楕！を行う。 ただし， 1回の洗濯ぱ， 5分間の洗い， 排水，

1分間の脱水の後に， 2同のすすぎ洗い （常温の水による 2分11¥Jのた必すすど，挑水， 1分間の

脱水を行う。）を行う。

表A.2.1 ; 先濯機の主な仕様

瓜 III仕椋
;J~'; 袢_:,¥: 30 I J-J、」_:_

,'I. こ，,,ヽ,,,,,— 
＼しI.IIt II! 

(/, し,I;:水流

!kg以 I・.

'.I 項 II ! 

反 ，1し月 II、『 r::1 

' 
＇パル七 ーク

回転数 ，

IHり反転i:f能な，,':昇知文 ；と の 他
- I 

/1: tト

25~30秒迎転し，'.!~5秒休止して）又転

450 min-I (r!Jm)以上

脱水装；「出2・で JISC 9606に近合するもの

表A.2. 2洗濯条件

項 II I 仕 様 Ii 項 日

i、tflil(,'、,11:;;t,¥"IJ ‘1(’.r ‘ 
比 ii'. 尤 剤

弱アルカリ性第 1種 (J!SK 3371) , 

I 
オ~,脊 i止 30 I以上 I 

れ荷布
洸剤試 椋4t使）IJ :,t 

籾期水温 /40士3°C

仕 ¥
 

l : 30 ((Ji : 水）

JIS L 0S03の3りに規定する

綿訟付白布， :J...:よこれと j,ij等以

上の性能をむつもの

(2) 5 j11jの洗濯を打った後，さらに20;)'1/¥]'i;¥'温の水による注水すすぎを行し、， fi之後の脱水を 2分lー：｝］

fj-う。

2. 5. ;J 試料の乾燥

試料の位媒は，りと総温度GO土10°Cの家庭）月クソプル冗気乾煉懐で 120分間行う。

2. 5.4 試験片の採取

試験）日ま，）訊ljとして屹媒が終了した試料からその一辺を長辺及び短辺とする長辺 100mm以上，

知辺 50mmの大きさの tのをそれぞれ 3、点ずつ，註6点無作為に採取する。¥

2.5.5 試験片の調湿

試験Jtの調湿は，温殷20土2°C, 相対湿)..'l40土3%の環様で24時間行 う。

2,5,6 試験環境

用品基準 1.5. 5による。

；主 * 1. 5, 1の注＊ち照。
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2.5. 7 試験装置

用品基準 1.5. 6による。

2.5.8 試験方法

用品基準 1.5. 7による。

2.5.9 試験結果

用品基準 1.5. 8による。

2.6 表 ホ

用品基準 1.6 (ただし，帯電防止フィルム ・ツートとあるのは僻',迎防止轍糾物 ・小紬布と読み替え

る。） によ心。

2. 7 使用説明書

用品基準 1.7 (ただし，帯屯防止フ ィルム ・シートと あるのは術電防止織編物 ・不織布と読み替え

- >• C → 
'.l。) ,~ d、'..> 0 
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3 導電性繊維入リ帯電防止織編物・不織布

3.1 適用範囲

この用品基準は，涵雨性繊維を混入した;;g:電防止紐編物 ・不織布に適用する。

3.2 用語の意味

3.2.1 導電性繊維

樽霊性繊維とは，金屈，カ ーボソプラックなどの迎電性物質でできた繊糾又は羽電性物質を一部に

使用してできた繊維で，静,~じ気によって微弱なコロナ放軍を起こすものをいう。

3.2.2 標準布

標準布とは，試験に用いる特定の布をいう。

3.3 構造・材料

術屯防止織編物 ・不織布の構辿及び材料は，織編物 ・不織布に蔚嘔性繊糾がほほ:'、『IBJ隔又は均ーに

混入されたものでなければならない。

3.4性能

脩園防止織編物 ・不織布の帯電防止性能は， 3.5の試験を行ったとき，帯電屯荷密度の試験結果が

7. 0μC/m2以下でなければならない。

3.5試験

3.5.1 試料の採取

試料は，原則と して術電防止緑編物 ・不織布の両耳端から全幅の 1/10ずつ， 端木から lm以上を

除いた部分から，その長手方向を一辺とする一辺 50cm以上の長方形のものを 6枚採収する。＊

3.5.2 試料の洗濯

用品茎準2.5.2による。

注 * 1. 5, 1の注＊参照。
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3.5.3 試料の乾燥

試料の乾燥は，乾燥温度 60土10°cの家庭用クンプル電気乾燥機で 180分問行う。

3.5.4 試験片の採取と加工

試験片は，乾燥が終了した各試料の中央部から，幣遣防止様編物 ・不様布の長手方向を長辺及び短

辺とする長辺 35cm, 短辺 25cmの大きさのものをそれぞれ3点ずつ，計6点採取し，一端を図A.

3.1に例示するように重ねて縫うか，又は両面接沼テープで接着する。

図A.3.1 試験片の加工 （縫い方）例

3.5.5 試験片の調湿

試験片の調湿は，温度20士2°c,相対湿度30土3%の環災で24時間行う。また，試験に使用する椋

糾；布も同じ条件で謁湿する。

3.5.6 試験環境

試験は，温度20士2'C,相対湿度30土33るの環板で行う 。

3.5. 7 試験装躍

｝限擦閉祀試験に使用する装i在は，次による。

(1) J兜擦器具は， 図 A.3.2に例示するよ うな試験片を｝糾察する｝厨察棒，試験片の下に敷く敷板及

び敷椒をi竹:<敷台で構成する。

図A.3.2 摩擦器具例
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(2) t糾察棒は，長辺 50cm,短辺 44cm の長方形に裁断した椋準布＊を長さ約 40cmの硬灯塩化ビ

ニル製の管 (JISK 6741, VP 25)に約5回正ね巻き し，両端を管の内側へ折 り込んだものを使

用する。

(3) 敷板は，図A.3.3に例示するような長辺 45cm,短辺 40cm の長方形に裁断した椋準布を取

り付けた長辺 32cm, 短辺 30cm, l!J. さ約3mmの金屈板を使用する。

椋単布

ボリエステル粘苅テープ

()!]: さ50pm以上、痴20mm
以上）

金屈板(32cmX30cm XO. 3cm) 

接地用ボリ エチレ ン披没線

一 桜・地用のクリップ

図A.3. 3 敷 板 例

(4) 敷台は， 図 A.3.4に例示するような木製の台を（史用する。

アクリ ル I~ド- 320―――---j_L  
怨 rゞ . 1 :~ 

一
ゴム足

JO/、］（

o-----

/ 

→し
11 3 

lT'| 
o
g
r
 

ー
門
且

O
N
 

単位 111111

図A.3. 4 敷 台

注 ＊当分の/1.¥J,社団法人産業安全技術協会において取り扱う。

例

(5) 帯電電荷抗の測定装府は，表 A.3.1に示す仕様を満足する， 又はこれと同等以上の性能をも

つフ ァラデーケージ，虚位計，コソデソサ（測定用キャハ・ンク）を 図 A.3. 5に示すよ うに接続

したものを使用する。
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表A.3.1 帯電電荷量測定装置の主な仕様

誤

一

筒

筒

外

緑

ノヽ

1.

U

と
絶
筒

の

ク

内

外

内

筒

ン

.‘
 

ノャ

サ

キ

デ

ソ

JTI

ラ

デ

定

ァ

ソ

測（
 

フ

コ

項 目 仕

匝 径
恥さ

[1'( 径
,:';j さ

様 備 杓=-‘
 

ケー ジ

じrI
 

位

60cm 
80cm 

70cm l'J筒 I・.辺の端祁はポリエステル粘沿テープで被役
90cm する

絶緑抵抗 1X 1012D 以」：I ふっ索樹脂，アク リル，ポリカ ーポネート などの
板又ほ棒

0. 1μF 

土5?,る以内 スチロ ールコソデソサ

絶縁抵抗 lX 1012D. 以上

測定範囲 DC土lOmV~
振動容鼠型軍位計，エレ クトロメ ークなど

lOV以上
測定）IJリード線には， 呆リエチレソ彼覆ツールド

入力抵抗 1x1012n 以上 屯線を川いる

静霊容紐

差

絶緑i勺 ＝ 

ファラデーケージ

図A.3.5 帯霞電荷量測定装譴

3,5.8 試験方法

限擦ヽ fil'電試験は，次のII即がで行う。

(1) あらかじめ閑•電雷荷批測定装説のコソデソサの両端を知絡した後， 再び開放する。

(2) アクリル棒（直径 1~2cm, 長さ約 50cm)を差 し込んだ試験片を敷板の上にしわにならない

ようにii'i:く。

(3) I糸椋枠の両端を両手で持ち， 図 A.3. 6に示すように体重の一部が荷重として1朕擦杯に均ーに

かかるようにして，｝釦察棒を回転させずに先方から手1liiに引き試験片を丹吋察する。なお， 1日の

l糾察は約 1秒で行い，これな 5回鉗り返す。

-11 -



図A.3.6 試験片の摩擦

(4) )柴擦終了後， 1直ちにアクリル棒の一端を持ち図 A.3. 7に示すよう に試験片を敷板の上を滑ら

せないで上方につり上げるよう にして約 1秒で1まく 離する。

るギー上
~ー

、

E4
ー

l
'

J
 
プ上

平 行 ／ 

↓,` fi 
敷

図A.3. 7 試験片のはく離

(5) 敷板からはく 離した試験片を，直ちに測定装趾のファラデーケージヘ投入する。このとき試験

片をファラテー ケージ以外の物体に 30cm以上近づけないようにする。

(6) 測定装似の祖位計の指示を読み取る。

(7) 幣泥慮荷密度 (C/mりを次式によってダ，［出する。

a=CV/A 

ここて， C(F)はコンデソサの1'浄園容品， V(V)は遁位計の指示値， A(mりは試験片の岸擦

面茄（）釦察棒によ って試験片を）糸擦した面積を実測して求める。）である。

(8) (1)~(7)を5回紐り返す。ただし， (2)の前に試験片，｝糸擦棒及び敷板を除電装凶によって除慮す
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る。

(9) 6点の試験片全部について，ナイ ロソ標雄布及びアクリ ル椋準布のそれぞれに対して， 計12回

(1)~(8)の試験を行う。なお，各試験とも岸擦棒と敷板は同一の素材の棟準布を使用する。

3.5.9 試験結果

帯屯電荷密度の試験結果は，6点の試験片とも，ナイロ ソ椋拙布及びアクリル椋準布のそれぞれに

ついて，5回の帯電軍荷密度の平均値を求め，その最も大きい値とする。ただし，数値は，布効数字

上位から 3けた日を四捨五入して 2けたとする。

3.6表示

用品墓準 1.6 (ただし，帯電防止フィルム ・ジート とあるのは常園防止緑編物 ・不織布と読み替え

る。）による。

3. 7 使用説明書

用品基準 1.7 (ただし、帯電防止フ ィルム ・ジートとあるのは幣電防止織編物 ・不緑布と読み替え

る。）による。

- 13 -



4帯電防止作業服

4. 1 適用範囲

この用品基1¥!Jfま，群霞性繊維を混入した梢虚防止織編物を生地に用いて縫製した，裏地のない幣軍

防止作業服（上衣，ズボソ，続き服など）に逆用する。

4.2 用語の意味

4.2.1 導電性繊維

用品基準 3.2.1参照。

4.2.2 標準布

用品基準 3.2.2参照。

4.3 構造 ・材料

料•電防止作業服の構辿及び材料は，次の規定に適合しなければならない。

(1) 柑電防止作業）111の生地は，すべて用品基準 3に適合する涵氾性繊維入り幣屯防止緑編物を使用

すること。

(2) 常砲防止作業）l位には，裏地を使用しないこと。ただし，やむを得ずボケット裏地，補強裏地な

どを使川する場合は，その総出する面柏が裏面全鉱出面租の20%以下である こと。

(3) 帯定防止作業）服には，金屈製附屈品（ポクソ，ファスナなど）を使用しないこと 3 ただし，や

むを得ずこれらを使用する場合は，沿用状態において直接外部に硲出しない構造とすること。

4.4性能

幣電防止作業服の幣霊防止性能は， 4.5の試験を行ったとき，帯軍電荷砧の試験結果が0.60μC以

下でなければならない。

4.5試験

4.5.1 試 料

試料は，上衣，ズボソ，続き服などの完成品 l点とする。
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4.5.2 試料の洗濯

用品基準2.5.2による。

4.5.3 試料の乾燥

用品基準3.5.3による。

4.5.4 試料の調湿

試料の調湿は，温度20土5°c,相対湿度65%以下の環椅て24時間行う。

4.5.5 試験環境

試験は，温度20土5°c, 相対湿度65%以下の環境で行う 。

4.5.6 試験装置

岸擦帯電試験に使用する装四は，次による。

(1) 彫擦装四は，表 A.4.1に示す仕様を満足する， 又はこれと同等以上の性能をもつドラム回転

式摩擦装骰 ＊を使用する。

表A.4.1 摩擦装置の主な仕様

項 且 仕 様 項 II 仕 様

ドラ ム内径 55cm 以上 ドラム内張材料 ナイロソ椋準布及びアク
リル椋準布

ドラ ム奥行 25cm以上
/J11 J‘’I’¥ ‘ カ 式 氾気温風式

ド ラ ム ロ径 25cm 以上
排 /A・し・ 方 式 玉外排気

ドラム回転 数 45 min-1 (rpm)以上
凪 j, し 2 m~/mm 以上

ドラム 1人」羽根数 2 枚以」 •• ,‘ 、- の 他 試料投入口の周囲をポリ
エステル粘沼テープで被
股する

(2) 帯電電荷砿測定装i在は， 用品甚準 3.5. 7 (5)による。

4.5. 7 試験方法

刷察帯電試験は，次の順序及び組合せで行う。

(1) }釦擦装附の中に試料を沿用状態（ボクソ，ファスナなどをかける。）で入れ，表 A.4.2に示す

条件で運転する。

表A.4.2 摩擦試験装置の運転条件

項 J
 

ク:,i:: しじ
＇

ー．
 

迎 転時間

ドラム内湿度

15分

60土10°C

注 ＊家庭用クンプル電気乾煤機を原形とする。
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(2) 運転終了後，ポリエチレソフィルムのような絶緑材料でできた「:_袋を必用して，ぶ料を）樹察装

骰から取り 出した後，fl'じらに幣電氾荷：！し測定如在のファラデーケ ージヘ投入する。この とき試料

をファラデーケー ジ以外の物体に 30cm以上近づけないよう にする。

(3) 測走装i在の・,じ位，ー］の指ぷを読み取る。

(4) ~g=·,[i•, じ荷砧 Q(C)を次式によって図し出する。

Q=CV 

ここ で，C(F)tよコソデソサの枡雷容賊，V(V)は霊位註の指示(11'[てある。

(5) (1)~(4)を 51111蝕り返す。ただし，(1)の前に10分の休止時間をii笥くとともに，試料及び ドラム内

張を除軍製iiりによ って除・,r,:する。

(6) (1)~(5)の試験を， ナイロソt贋準布及びアク リル似準布の2種類の ドラム内張材料のものについ

てuう。
4.5.S 試験結果

幣',じ霊荷l,tの試験鈷呆は，ナイロソ椋糾布及びアクリル椋準布の 2種類のドラム内弧それぞれにつ

いて， 5回の爛姐加・,;j:,しの平均値を求め，その大きい方の値とする。ただ し，数仙は，介幼数字上位

か ら 3 げた 11 を四拾1~:人して 2けたとする。

4.6表ホ

帯慮防止作業服には，次の事項を表示する ものとする。

(1) 名称又はその略号

(2)型 式

(3) 製辿者名又はその略号

4. 7 使用説明書

常電防止作業服には，次の事項を記叔した使用説明因を沿付するものとする。

(1) 名称又はその略号

(2) 型 式

(3) 製造者名又はその略号

(4) 罰屯防止方法の概要

(5) 可燃性物質のような危険物が存在する易所では沼脱しないこと

(6) 術電防止用作菜靴を併用する こと

(7) 仙用上の注邸事 項（経年変化，汚れによる変化， 薬品による影密などについて記収する。）
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ヒ
く

イヤ＇ 5 裏地付 き帯電防止作業服

5. 1 適用範囲

この用品基準は，i肛硝性繊維を況入した幣電防止轍編物を表地に用いて縫製した， 裏地の付いた喘・

電防止作業服（例えば，防寒服）に適用するc

5.2 用語の意味

5.2.1 導電性繊維

用品基準3.2.1参照。

5.2.2 標準布

用品基準3.2.2参照。

5.3 構造 ・材料

裏地付き帯電防止作業服の構追及び材料は，次の規定に逆合しなければならない。

(1) 幣霊防止作業服の表地のすべては， 用品基準 3に適合する消',じ性繊糾入り帯氾防止様糾物を使

用する こと。ただし，やむを得ず表地の一rmcそで口， すそなど）にこれ以外の生地を仙川する
褐合は，その露出而柏が表面仝麻出而柏の20%以下である こと。

(2) 喘・雷防止作菜服には，金）属製附屈品（ボクソ，ファスナなど）を使用しないこ と。ただし，や

むを得ずこれらを使用する島合は，ふ用状態において直接外部に露出しない枯辿とすること。

5.4性能

裏地付き喘電防止作X)J!l v) 佑: •~G:防止性能は ， 5 . 5 の試験を行ったとき ， 帯氾園荷品の試I~俎翡果が

0. 60μC以下でなければならない。

5,5試験

5.5.1 試料

試料は，上衣，ズボソなどの完成品 1点とする。
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5.5.2 試料の洗濯

用品甚準2.5.2による。

5.5.3 試料の乾燥

用品基準3.5.3によ る。

5.5.4 試料の調湿

用品基準4.5.4による

5.5.5 試験環境

用品基準4.5.5によ る。

5.5.6 試験装置

用品基準4.5.6(ただし，表A.4.1のドラム内径は65cm以上， ドラム奥行は45cm以上，ドラム

ロ径は 30cm以上と説み替える。）による。

5.5. 7 試験方法

用品基準4.5.7によ る。 ただし，試料の裏面（沿）Tl状態を災返した状態）についても表面と同じ｝限

擦ヽ：［・「じ試験を行う。

5.5.8 試験結果

、fj罰砂砂i』しの試験結果は，ナイ ロ｀ノ椋吼布及びア クリル椋礁布の 2種類の ドラム内弧それぞれにつ

いて，試料の表面及び裂面の各 5回の俯軍軍｛切砿の平均(iiiを求め，そのiUも大きい（直とする。ただし，

数値は，布効数字上位から3けた日を四拾五入して 2けたとする。

5.6 表 示

用品基準 4.6(ただし， 常電防止作業JJl1とあるのは災地付き什昇じ防止作業服と白しみ替える。） によ

る。

5. 7 使用説明書

用品基準 4.7 (ただし， 帯電防止作業服とあるのは裏地付き幣冗防止作業服と読み替える。）によ

る。
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6 帯電防止用作業靴

6.1 適用範囲

この用品払準ほ，人体の静霊気幣軍を防止するために使用する幣雷防止用作業靴のうち，靴底に祁

電性物質を混入した革製，布製及びゴム観のものに適用す0。

6.2 用語の意味

6.2.1 導電性物質

用品基準 1.2.1参照。

6.3 構造・材料

術電防止用作業靴の構迅及び材料は，次の規定に適合しなければならない。

(1) 術電防止用作業靴は，人体の静電気を靴底＊から大地へ漏えいさせる構辿であること。

(2) 罰電防止用作業靴の表底は，組成の均ーな合成ゴム又はプラスチックであって，仝イ本に羽電性

物質が均ーに混入されたものである こと。

6. ,j 性能

荀雹防止用作業靴の幣霊防止性能は， 6.5の試験を行ったとき，電気抵抗の試験結果が 1.0Xl08D 

以下でなければならない。

6.5試験

6.5.1試料

試料は，完成品 1足とする。

6.5.2 試料の前処理

試料の表底をプラ、ンで水洗いした後，乾媒温度 60°Cに設定した熱風乾燥機で 120分問乾媒する。

6.5.3 試験環境

試験は，温度 40士 2°C,20士2°C及び 0土 2℃ で相対湿度 40% 以下 （ただし， 湿股 O士 2°c

については，湿度を規定しない。）のそれぞれの政坊＇釈にお いて， 同一試料に対してこの温度の順に行う。

注＊ 靴底各部の名称は参考図参照。
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6.5.4 試験装置

電気抵抗試験に使用する装四は，次による。

(1) 電極は， 図 A.6.1に例示するような試料の中底に接触する主電極及び友底に接触する対向雷

極（金属平板）で構成し， そのほかに弾力性のある金屈繊維製詰め物（ウェプ ・フェルト）及び

荷重用おもりを使用する。

り、U
`
J
 

J
‘
 

支；わ台

試料

----; ―--------r-----------------------------------------___ T _____  --7―---
: :，  

図 A.6.1電極摺 成例

(2) 主電極は，図 A.6.2に例示するような靴の中敷状の金屈板（厚さ約 0.1mm)を使用する。

主-,尉返（中敷形） リード森

乙

図 A.6. 2 主 常極例

(3) 対向電極は，図 A.6.3に例示するような絶縁物（ふっ素樹脂，アクリルなど）で支持した金

屈平板（寸法例 ：長さ 32cm, 幅 15cm, 厚さ約 3mm)を使用する。

端子

図 A.6.3 対向 電極例
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(4) 荷重用おもりは，質fit20土 1kg (支持台を含む。） とし， 図 A.6.4に例示するような形状

のものを使用する。

I I 

図 A.6. 4 荷重用おもり例

(5) 測定回路は，図 A.6.5による。ただ し，直流電源は， 電池又はji'(沈安定化雷源芯しくはこれ

らと同等以上の性能のものを使用する。また，附流電流けは，エレクトロメー ク又はこれと同等

以上の性能のものを使用し，その入カケーブルにはシールド電線を用いる。

----------------------------------―| r オ

恒叫'// ' ' 戸
I 
I 

おもり ： 

-=-
I 

''.~ /、 LJ 1 
： ---r--7------------------------------7―--:--― | 

必i灼'J 金駈販Ii.製討；め物 、し］ 拍i 叫~\ I 
¥ : 

L _____________________________ ------__ _i 

図 A.6.5 測定回路

6.5.5 試験方法

電気抵抗試験は，次の11煩序で行う。

(1) 試料の中底に主電極を取り付ける。 このと き，中底と主電極が電気的に十分按触するようにそ

の問に金屈繊維製盃＇；め物を挟み込む （図 A.6.1参照）。
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(2) 試料を対向電極の上に附き，主電極，対向屯極及び各測定堺を接続（圏 A.6.5参照） した

後，主電極の上に荷記用おもりを乗せる。

(3) 囮 A.6. 5に示すスイッチSを1側に接続し， 主電極と対向電極を短絡した状態で試験閑境に

2時問放置 （調湿） した後，スイ 、ノチSを2側に切り替えて直流電圧 250V(ただし， 試験開始

前に直流霊圧 lOV を印加 し， このときの電流の 1 分値が 1 x 10-• A以上である場合は，印加電

圧は『［流 lOV とする。）を印加し， これよ り1分問経過後の直流電流計の指示｛直を読み取る。

(4) 電気抵抗 R(D)を次式によってグ［出する。

R=U/1 

ここで，U(V)は印加電圧，/(A)は霊流計の指示値である。

6.5.6 試験結果

屯氣抵抗の試験結果は，6.5.3に示すそれぞれの湿度における試料 1足の砲気抵抗値のうち最も大

きい（直とする。ただ し， 数俯は，有効数字上位から 3けた目を四捨五入して2けたとする。

6.6表示

術電防止用作業靴には， 次の事項を表示する ものとする。

(1) 名称又はその略号

(2) 型 式

(3) 製造者名又はその略号

(4) 製造年月

(5) 幣電防止用である旨の文字又は目印

6. 7 使用説明書

幣電防止用作業靴には，次の事項を記載した使用説明古を添付するものとする。

(1) 名称又はその略号

(2) 型式

(3) 製造者名

(4) 帯遁防止方法の概要

(5) 使用上の注慈事項（経年変化， 汚れによる変化， 薬吊による影親などについて記載する。）
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参考図 靴底各部の名称 (JIST 8101 より）

表底 ふま ずしん ，中恢又は半恢

表 底
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7 帯電防 止用マ ット

7.1 適用範囲

この用晶某準は，人体の静電気幣電を防止するために使用する梢軍防止用マ ットのうち，祁電性物

質を況入したものに適用する。

7.2 用語の意味

7.2. 1 導電性物質

用品基準 1.2.1参照。

7.3 構造・材料

爛•電防止用マ ッ トの構造及び材料は， 次の規定に適合 しなければならない。

（］） 罰霞防止用マットは，組成の均ーな合成ゴム又はプラスチックであって，全体に消霊性物質が

均ーに龍入されたものである こと。ただ し， 組成の異なるものの多四構造とすることができる。

(2) ・Iサ霞防止mマットには，扱地用消体を堅固に取り付けることのできる接地翡翡子が取り 付けられ
ていること。

(3) :;i;: 電防止用マットは，陪耗，温度変化などによって帯電防止効果が著しく減少しないものであ

るこ と。

7.4性能

灼電防止用マ 、ノ トの術屯防止性能は，7.5の試験を行ったとき，電気抵抗の試験粘果が J.OxlO'n 

以下でなければならない。

7.5試験

7.5.1 試料

試料は，完成品 1点とする。

7.5.2 試料の前処理

試料の表面を水で洗浄した後，乾いた布で拭く 。

- 24 - ヽ



.... 3 試料の調湿

試料の調湿は，温度 20士 10°C, 相対湿度 65% 以下の既境で 24時間行う。

.5.4 試験環境

試験は，湿度 20士 10°c, 相対湿度 65% 以下の環換で行う。

.5.5 試験装置

電気抵抗試験に使用する装佗［は，次による。

(1) 電極ほ，図 A.7.1に例示するよ うな直径 60土 2mm, 質砒 2土 0.2kgの金属円柱に四砧

士 0.8kgのおも りの付いたもの （計 10土 1kg)を使用する。

おもり

図 A.7.1 電気抵杭測定用電極例

(2) 電気抵抗測定回路は，図 A.7.2による。ただ し， 直流電源は，電池又は直流安定化電源若し

くはこれらと同等以上の性能のものを使用する。また，直流電流計（ま，ニレクトロ メータ又はこ

れと同等以上の性能のものを使用 し， その入カケープルにはシールド電線を用いる。

測走這極

試料

＼ 
試料の核地端子

又は核地）廿消休--------

絶紋板

図 A.7. 2 電気抵杭測定回路
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7.5.6 試験方法

軍気抵抗試験は，次の順序で行う。

(1) 試料を平らな絶縁物（ふっ素樹脂，アクリルなどのシー ト又ほフィルム）の上にi悦く （図 A.

7.2参照）。

(2) 図 A.7.3に示す電気抵抗測定位/;",'の任烈の 1箇所に電極をi四き，電極，接地端子及び各測定

器を接続する （囮 A.7.2参照）。

b-2|
 

ロー 0測定位協

aマットの横幅

bマット の縦幅

f-r 
図 A.7.3 電気抵抗測定位置

(3) 図 A.7.2に示すスイッチSを1側に接続し， 電極と接地端子間を 3分間短絡した後，スイッ

チSを2側に切り替えて直流電圧 lOOV (ただし， 試験開始前に直流電圧 lOVを印加し，この

ときの電流の 1 分値が 1x 10 -• A 以上である場合は，印加電圧は直流 lOVとする。）を印加

し，これより 1分問経過後の直流軍流計の指示値を読み取る。

(4) 電気抵抗 R(il)を次式によって符出する。

R=U/1 

ここで， U(V)は印加電圧，I(A)は電流計の指示値である。

(5) 他の 4箇所の測定位佃について， (2)~(4)の試験をそれぞれ行う。

7.5. 7 試験結果

電気抵抗の試験結果は， 測定位骰5箇所の電気抵抗値のうち最も大きい値とする。 ただし， 数値

は，有効数字上位から 3けた目を囮拾五入して 2けたとする。

7.6表示

帯電防止用マ ットには，次の市項を表示する もの とする。

(1) 名称又はその略号

(2) 型式

(3) 製造者名又はその略号

(4) 製造年月
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(5) 帯電防止用である旨の文字又は目印

使用説明書

ll::用マットには，次の事項を記載した使用説明古を涼付するものとする。

- 名称又はその略号

ー 型式

造者名

＇） 帯電防止方法の概要

使用上の注窃事項 （経年変化，汚れによる変化，薬品による影愕などについて記載する。）

，， 
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ぁ と か き

本指針の原案帝談は，社団法人産業安全技術協会の静電気研究委只会の静雹気用品

構造基準小委員会でなされたもので，その小委員会の構成は次のとおりである。

静軍気用品構造基部小委貝会

川

田

山

山

本

野

良

多

平

太

片

米

坂

坪

口

奈

博

長

員
只委
委

本

八

寺

田

児

上

罪

山

木

沢

畠

王

月

池

蛮（帝 人 株式会社）

利 彦 （東祥紡粕株式会 社）

英 彦 （シムコジャ パソ株式会社）

雅 之（株式会社ク ラ レ）

料；. （冗士賄業株式会社）

功 （株式会社宍戸商会）

究 久 （ユニチカ 株式会社）

勝 美 （日木ペ イソト 株式会社）

示

治

義

幸

勉

郎

介之

新

正

泰

一
正

（フロイソト 洸業株式会社）

（春日軍機株式会社）

（産業安全研究所）

（賠業安全研究所）

（産業安全研究所）

（産業安全技術協会）

（産業安全技術 協 会）
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静電気用品樅造基準小委員会 (1984)

委員長 平 J 11 策 （帝人 株式会 社）

委 員 太 田 利 H :3: （棗洋紡糾株式会社）

片 山 ー央I ← 彦 （ジムコジャパソ株式会社）

米 山 雅 之 （株式会社 ク ラ レ）

坂 本 浩 （宮士廊業株式会社）

;旦'・•·; 野 功 （株式会社宍 戸 商会）

奈 良 "ノ1ヽし1・．』 久 （ユニチカ株式会社）

角 田 哲 夫 （日 本ペ イソト 株式会社）

本 山 二バて （フロイソ ト節業株式会社）

八 木 新 沢l-l‘ （春日軍機株式会社）

田 中 隆 （産菜安仝 研究所）

田 1 白.. u 泰 幸 （並 業安全研究所）

児 玉 勉 (p信業安全研究所）

上 月 ＝ 郎 （節哭安全技術協会）
1'il1 池 正之介 （庄業安全技術 協会）
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